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世
帯
全
員
：

住
民
税
非
課
税

本

人

：

住

民

税

非

課

税

同
じ
世
帯
に
住
民
税

課
税
者
が
い
る

本

人

：

住

民

税

課

税

対 象 者 調整率 保険料

基準額×
0.285

基準額×
0.485

基準額×
0.90

基準額×
0.685

基準額

基準額×
1.20

基準額×
1.30

基準額×
2.10

基準額×
1.50

基準額×
1.70

基準額×
1.90

基準額×
2.30

基準額×
2.40

99,000円

158,400円

151,800円

138,600円

125,400円

112,200円

85,800円

79,200円

66,000円

59,400円

45,200円

32,000円

18,800円

【基準額】

【問い合わせ先】平戸市役所長寿介護課 介護保険班
〒859-5192 長崎県平戸市岩の上町1508番地3

３２０万円以上

４２０万円未満

１２０万円未満

２１０万円以上
３２０万円未満

１２０万円以上

2１０万円未満

６２０万円以上

７２０万円未満

あ
な
た
は
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
ま
す
か
？

あ
な
た
は
住
民
税
を
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

同
じ
世
帯
に
住
民
税
を

課
税
さ
れ
て
い
る
人
は
い
ま
す
か
？

あ
な
た
は
老
齢
福
祉
年
金
を

受
給
し
て
い
ま
す
か
？

はい

いいえ

はい

あ
な
た
は
前
年
の
合
計
所
得
金
額
は
？

いいえ

はい

いいえ

あ
な
た
の
前
年
の

合
計
所
得
金
額
と

課
税
年
金
収
入
額
の

合
計
が
８
０
万
円

以
下
で
あ
る

あ
な
た
の

前
年
の

合
計
所
得

金
額
と
課
税

年
金
収
入
額

の
合
計
は
？
①８０万円以下

②８０万円超
１２０万円以下

③１２０万円超

②

③

はい

７２０万円以上

いいえ

はい

①

介護保険料の算定方法について Ｒ６～８年度

４２０万円以上

５２０万円未満

５２０万円以上
６２０万円未満

・生活保護受給者又は老齢基礎年金受給
者で、世帯全員が住民税非課税

・世帯全員が住民税非課税で、本人の

本人含め世帯全員が住民税非課税で、
本人の前年のその他の合計所得金額＋
課税年金収入額が80万円超120万円以下

本人含め世帯全員が住民税非課税で、
本人の前年のその他の合計所得金額＋
課税年金収入額が120万円超

本人は住民税非課税で、世帯員に住民税

課税者がいる人かつ本人の前年のその他の

合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下

本人は住民税非課税で、世帯員に住民税

課税者がいる人かつ本人の前年のその他の

合計所得金額＋課税年金収入額が80万円超

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が120万円未満

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が520万円以上620万円未満

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が620万円以上720万円未満

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が720万円以上

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が120万円以上210万円未満

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が210万円以上320万円未満

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が320万円以上420万円未満

本人が住民税課税で、本人の前年中の

合計所得金額が420万円以上520万円未満

年収入額が80万円以下

介護保険料は、市で
必要な介護保険サービスの

総費用に応じて基準額が算出さ
れます。

さらに、皆さんの世帯状況や所得等に
応じた負担となるよう、1～13の段階
別に分かれています。

ご自身の保険料(年額)を上記の
フロー図で確認してみましょう。

前年のその他の合計所得金額+課税


